
「児童虐待防止広報啓発等 企画運営委託」提案書評価基準 

 
 
１ 基本的な評価事項 

  受託候補者の特定にあたっては、本市にとって最適な事業者を選定するため、公募型プロポーザル

方式を採用し、評価点の最も高い提案者を受託候補者とします。 

 
２ 評価基準について 

    提案書の内容及びヒアリングの内容を合わせて評価し、評価点を与えます。評価委員１人あたりの評

価点の満点は 150点とします。 

 

３ 評価点の最も高い者が２者以上あるときの対応 

評価基準の評価項目のうち、以下の項目で点数比較を行います。  

 (1) 提案内容 

  (2) (1)の条件においても同点の場合は、評価委員の投票で多数決により当該同点者の順位を決定しま

す。票数が同数の場合には委員長の判断により決定します。 

 

４ 評価委員会を欠席した評価委員の評価点の取扱い 

評価委員が評価委員会を欠席した場合、その評価委員の評価点は無効とします。 

 

５ 評価方法 

(1) 各評価項目について、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５段階評価を行います。 

評点は各Ａ＝５点、Ｂ＝４点、Ｃ＝３点、Ｄ＝２点、Ｅ＝１点とし、各項目の比率を乗じた点数と

します。  

例えば、比率２の項目の場合、評点は次のとおりとなります。  

評価がＡであれば評価点は ５点×２＝10点 

評価がＢであれば評価点は ４点×２＝８点 

評価がＣであれば評価点は ３点×２＝６点 

評価がＤであれば評価点は ２点×２＝４点 

評価がＥであれば評価点は １点×２＝２点  

(2) 評価項目を「６ 評価項目」に示すとおりとします。 

(3) 全ての評価項目を絶対評価により採点します。 

(4) Ａ～Ｅ の考え方については「７ 評価の視点」に示すとおりとします。 

  (5)  150点（加重倍率適用後）×委員６名＝900点満点とします。 

委員の総合計点が５割未満の場合（６名出席の場合 450 点未満）は、プロポーザルは特定されな

いものとします。 

 
  



６ 評価項目 

評価項目 

配点 

倍率 最高点 

１業務実績 
【５点】 

同種の業務実績及び内容 ×１ ５点 

２本業務の実施体制 
【10点】 

適切な執行体制 ×２ 10点 

３ 

提
案
内
容 

(1)年間スケジュール 
【15点】 

スケジュール等の妥当性 ×３ 15点 

(2)事業の企画・運営 
【90点】 

児童虐待等防止啓発への理解 ×３ 15点 

児童虐待や予期しない妊娠に関する現状の理解及び企画の

効果、現実性 
×４ 20点 

事業の周知を図るための企画・工夫 ×３ 15点 

目標設定、効果検証 ×３ 15点 

横浜市こども虐待防止キャラクター「キャッピー」の活用 ×３ 15点 

パンフレットの印刷など指定する項目への対応 ×２ 10点 

４ 取組意欲 
【15点】 

本業務に対する姿勢、意欲 ×３ 15点 

５ 事業者の取組に関すること 
  【15点】 

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 

（従業員 101人未満の場合のみ加算） 
×１ ３点 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく

一般事業主行動計画（従業員 301人未満の場合のみ加算） 
×１ ３点 

次世代育成支援対策推進法、女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律、若者雇用促進法に基づく認定 
×１ ３点 

よこはまグッドバランス賞の認定の取得 ×１ ３点 

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率 2.3％の達成 ×１ ３点 

合計【150点】 150点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 評価の視点 

項目 評価の着眼点 

評価 

Ａ 
(５点) 

Ｂ 
(４点) 

Ｃ 
(３点) 

Ｄ 
(２点) 

Ｅ 
(１点) 

１業務実績 
【５点】 

同種又は類似する啓発・PRの実行、

あるいは実行支援の実績（令和元

年度以降） 

十分な実績

である 

ＡとＣの

中間 

一定の実

績である 

ＣとＥの

中間 

実績に乏

しい 

２本業務の 
実施体制 
【10点】 

提案内容を実施するために、適切

な執行体制をとっているか 

十分な執行

体制が確保

されている 

概ね適切な

執行体制が

確保されて

いる 

執行体制の

確保が十分

ではない 

３ 

提
案
内
容 

(1)年間ス
ケジュール

の作成 

打ち合わせ等の会議体や委託者の

確認・調整期間を考慮した妥当性

のあるスケジュールとなっている

か 

十分妥当で

ある 

概ね妥当で

ある 

妥当ではな

い 

(2)事業の
企画・運営 

児童虐待等についての十分な理解

のもと、企画が提案されているか 

とても優れ

ている 
十分である 

十分ではな

い 

児童虐待や予期しない妊娠に関す

る横浜市の現状、課題を理解した

うえで、現実的かつ、対象に届く企

画が提案されているか 

とても優れ

ている 
十分である 

十分ではな

い 

児童虐待防止等への興味・関心の

薄い層に対して、事業の周知を図

るための企画・工夫がなされてい

るか 

とても優れ

ている 
十分である 

十分ではな

い 

目標設定や効果検証が可能な企画

が提案されているか 

加えて、企画内容から成果が期待

できる目標設定や測定可能な効果

検証内容となっているか 

とても優れ

ている 
十分である 

十分ではな

い 

横浜市こども虐待防止キャラクタ

ー「キャッピー」を活用した企画内

容が提案されているか 

十分活用さ

れていて、

効果的であ

る 

活用されて

いて効果的

である 

活用されて

いない 

パンフレットの印刷など指定する

項目が含まれた企画が提案されて

いるか 

とても優れ

ている 
十分である 

十分ではな

い 

４ 取組意欲 
資料作成、プレゼンテーションに

おいて、本業務に対する姿勢が適

切で、意欲が感じられるか 

とても優れ

ている 
十分である 

十分ではな

い 

５ 事業者の取組
に関すること 

次世代育成支援対策推進法に基づ

く一般事業主行動計画を策定し、

労働局に届け出ている。 

（従業員 101人未満の場合のみ加

算） 

― ― 策定してい

る 
― ― 



女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律に基づく一般事業

主行動計画の策定し、労働局に届

け出ている。 

（従業員 301人未満の場合のみ加

算） 

― ― 策定してい

る 
― ― 

以下のいずれかに認定されている 

・次世代育成支援対策推進法に基

づく認定 

・女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律に基づく認定 

・若者雇用促進法に基づく認定 

― ― 認定されて

いる 
― ― 

よこはまグッドバランス賞の認定

の取得 
― ― 認定されて

いる 
― ― 

障害者雇用促進法に基づく法定雇

用率 2.3％の達成（従業員 45.5人

以上）、又は、障害者を１名以上雇

用している（従業員 45.5人未満） 

― ― 達成・雇用

している 
― ― 

 

 

 

 


